
京築広域都市計画区域の変更に伴う同区域内の用途地域の指定のない区域内の建築物に係る容積率、建蔽率及び建築物の
各部分の高さ制限を定める数値の決定について 

 

計 画 書（案） 

 

指定する区域 

 

決定する数値 

市町村名 区域の範囲 

容積率 建蔽率 
建築物の各部分の高さ制限 

道路斜線 隣地斜線 

法第５２条第１
項第八号の規定
に基づく数値 

法第５３条第１
項第六号の規定
に基づく数値 

法第５６条第１
項第一号に定め
る別表第３（に）
欄５の項に基づ
く数値 

法第５６条第１
項第二号ニの規
定に基づく数値 

みやこ町 

都市計画法第５条第１項に規
定する都市計画区域のうち同

法第８条第１項第一号に規定
する用途地域の指定のない区
域の全部 

２０／１０ ７／１０ １．５ ２．５ 

 ※法＝建築基準法 

 

理由 

 今回、京築広域都市計画区域の拡大によりみやこ町勝山地区（旧勝山町）の一部及び犀川地区（旧犀川町）の一部を都
市計画区域に編入することとしている。 

 特定行政庁である福岡県は、用途地域の指定のない都市計画区域について、当該地の建築物の容積率、建蔽率及び建築

物の各部分の高さの制限に関する数値を、当該地の土地利用の状況等を考慮して定めることとなっている。 

 そのため、みやこ町の都市計画区域の用途地域の指定のない区域において、将来にわたり、現在ある良好な住環境もし
くは自然環境をより適切な規制の下に保持していくため、計画書のとおりとする。 


